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　　　※ 経過観察と判定され、次回の身体計測で再度対象となった場合は、必要に応じ　　　　　　

　　　※ 定期健康診断以降の身体計測で対象となった場合は、その都度必要に応じて学　　　　　　

＜京都市基準の補足説明＞

 　１～５群は、日本学校保健会発行「成長曲線活用の実際」の基準、６～９群は、京都　　　　　　
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　　　　　て学校医に相談すること。

　　　　　校に相談すること。

　　　　　市学校医会発行「京都市における肥満とやせの指導マニュアル」の基準をそれぞれ採用




